
○ 県内市町村における差別解消条例の制定状況 

制定済  （ 35 全市町村 ） 
 市町村 条例名 施行月 

1 山 形 市 山形市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例 H29.４ 

2 米 沢 市 米沢市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 H31.４ 

3 鶴 岡 市 鶴岡市障害を理由とする差別解消の推進に関する条例 R２.４ 

4 酒 田 市 酒田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R２.４ 

5 新 庄 市 新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R３.３ 

6 寒河江市 寒河江市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R５.４ 

7 上 山 市 上山市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R３.３ 

8 村 山 市 村山市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R３.12 

9 長 井 市 長井市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 H31.４ 

10 天 童 市 天童市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R４.４ 

11 東 根 市 東根市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例 R 元.６ 

12 尾花沢市 尾花沢市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R３.３ 

13 南 陽 市 南陽市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R３.４ 

14 山 辺 町 山辺町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R５.４ 

15 中 山 町 中山町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例 R３.12 

16 河 北 町 河北町障がいのある人もない人も共に暮らせるまちづくり条例 R２.４ 

17 西 川 町 西川町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R３.９ 

18 朝 日 町 朝日町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R５.３ 

19 大 江 町 大江町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R５.３ 

20 大石田町 大石田町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R４.４ 

21 金 山 町 金山町共に障がいのある人もない人も生きるまちづくり条例 R３.４ 

22 最 上 町 最上町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R４.３ 

23 舟 形 町 舟形町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R３.４ 

24 真室川町 真室川町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 H30.12 

25 大 蔵 村 大蔵村障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R３.４ 

26 鮭 川 村 鮭川村障がいのある人もない人も共に生きるむらづくり条例 R４.４ 

27 戸 沢 村 戸沢村障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R２.９ 

28 高 畠 町 高畠町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R２.４ 

29 川 西 町 川西町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 H29.６ 

30 小 国 町 小国町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R２.４ 

31 白 鷹 町 白鷹町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R２.４ 

32 飯 豊 町 飯豊町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 H29.12 

33 三 川 町 三川町障害を理由とする差別解消の推進に関する条例 R３.３ 

34 庄 内 町 庄内町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 R４.４ 

35 遊 佐 町 遊佐町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例 R４.４ 

 ※ 令和５年４月１日に県内全市町村が条例施行          R5.6 現在障がい福祉課調べ 
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○ 県内市町村における手話言語条例の制定状況 

制定済  （ ２市２町 ） 

 
 市町村 条例名 施行月 

１ 新 庄 市 新庄市手話言語条例 R３.12 

２ 
長 井 市 

長井市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション

手段の利用推進に関する条例 
R６.４ 

３ 中 山 町 中山町手話言語条例 R３.12 

４ 高 畠 町 高畠町手話言語条例 R６.４ 

                                  R7.7 現在障がい福祉課調べ 

 



 

 

相談事業について 

（１）障がいを理由とする差別に関する相談窓口 

○障がいを理由とする差別に関する相談窓口を障がい福祉課内に設置し、

職員が相談者への助言や関係者間の調整などを行っています。 

 

 

 

 

 

○内閣府においても相談窓口を設置し、障害者差別解消法に関するご相談

を適切な相談機関と調整し、取り次ぎ等を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）身体障害者相談員・知的障害者相談員 

○身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づき市町村から委嘱を受け、

地域の障がい者が日常生活を送る上でのさまざまな相談に応じ、更生に

必要な援助を行っています。 

 

 

（３）障がい者 110 番事業 

○障がい者が自立し豊かで安定した生活ができるよう支援するための相談

窓口を、社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会内に設置し、専任相談員

が対応しています。 

  

 障がい者１１０番専用ダイヤル 

023‐687‐5333（電話・FAX 兼用） 

月曜日～金曜日 8：30～17：00（祝日・年末年始除く） 

 

障がいを理由とする差別に関する相談 

電話 023‐630‐3303 FAX 023‐630‐2111 

月曜日～金曜日 8:30～17:15（祝日・年末年始除く） 

 

つなぐ窓口 

電話 0120-262-701 

週７日 10:00～17:00（祝日・年末年始除く） 

メール info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp 





y-aisenkai.com/info/lalala/
Instagram







山形県は、ヘルプマークの普及に取り組んでいます

山　形　県



●山形県では、下記の場所でヘルプマークを必要とする方に配布します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月から配布開始）

　　◎ 山形県　健康福祉部 障がい福祉課

　　◎ 山形県　各総合支庁

　　　 　村山総合支庁　地域健康福祉課

　　　 　最上総合支庁　地域保健福祉課

　　　 　置賜総合支庁　地域保健福祉課

　　　 　庄内総合支庁　地域保健福祉課

　　◎ 各市役所・各町村役場 障がい福祉担当課　ほか

（問合せ先）山形県 健康福祉部障がい福祉課 障がい者活躍推進担当／電話 023-630-2293
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（法第2条）
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障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担にな

りすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮。

詳しくは内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

25年法律第65号）」をご参照ください。
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ます。ほじょ犬
けん

には、食
た

べ物
もの

や水
みず

等
とう

を与
あた

えないようにしま

しょう。

健
け ん

康
こ う

と清
せ い

潔
け つ

食
しょく

事
じ

・飲
いん

水
すい

の時
じ

刻
こく

と量
りょう

を決
き

め

ることで、排
はい

泄
せつ

の時
じ

刻
こく

や健
けん

康
こう

を管
かん

理
り

しています。

決
き

められた

食
しょく

事
じ

と水
み ず

の量
りょう

ほじょ犬
けん

の体
たい

調
ちょう

に合
あ

わせて、

指
し

示
じ

した場
ば

所
しょ

で排
はい

泄
せつ

をするよ

うにマナーを守
まも

っています。

一
い っ

定
て い

の生
せ い

活
か つ

リズム

に合
あ

わせた排
は い

泄
せ つ

衛
えい

生
せい

を確
かく

保
ほ

するため、健
けん

康
こう

診
しん

断
だん

は年
ねん

に2回
かい

以
い

上
じょう

、検
けん

便
べん

や血
けつ

液
えき

学
がく

的
てき

検
けん

査
さ

は年
ねん

に1回
かい

以
い

上
じょう

実
じっ

施
し

。「身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

健
けん

康
こう

管
かん

理
り

記
き

録
ろく

」をつけています。

定
て い

期
き

的
て き

な

予
よ

防
ぼ う

接
せ っ

種
し ゅ

と検
け ん

診
し ん

検

け ん

診

し ん

トイレ

毎
まい

日
にち

のブラッシングと、定
てい

期
き

的
てき

なシャンプーを行
おこな

い、清
せい

潔
けつ

を保
たも

っています。ときに、洋
よう

服
ふく

やケープを着
き

せ、抜
ぬ

け毛
げ

を

防
ぼう

止
し

しています。

ブラッシングと

シャンプー

ブラッシング

食

しょく

事

じ

ほじ
ょ犬
けん

のいろは

1111


